
松本市公立保育園における紙おむつ等定額利用サービス 導入仕様書 

 

１ 事業の名称 

  松本市公立保育園における紙おむつ等定額利用サービス事業 

 

２ 事業の目的 

  松本市公立保育園（以下「公立園」という。）で使用する紙おむつ及びおし

りふき（以下「紙おむつ等」という。）を月額の定額制で利用できる「紙おむ

つ等定額利用サービス」（以下「サービス」という。）を導入し、園児を預ける

際に紙おむつ等を持参する保護者及びそれらを園児ごとに管理する保育士の

負担軽減を図る。 

  また、災害時の紙おむつ等の在庫確保を目的とする。 

 

３ 事業実施期間 

  事業実施期間は、令和８年８月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

 ただし、当該サービスの利用状況や保護者アンケートの結果等を踏まえた

うえで、市と事業者の協議により令和１１年３月３１日までに事業を終了す

ることがある。 

 また、実施期間満了後も、改めて公募等を実施して事業を継続する可能性が

ある。 

 なお、市が令和１１年３月３１日までに事業を終了する場合において、市は、

事業の終了により事業者に発生する損害及び事業の継続により事業者が得ら

れる利益を補償しないものとする。 

 

４ 事業に関する業務の内容 

 ⑴ サービスの利用に関する契約 

   サービスの利用を希望する園児の保護者は、直接事業者へ申込みを行い、

事業者と直接契約を行うものとする。なお、サービスの利用は、各保護者の

任意とし、１月単位で利用及び解約ができ、同一年度内であっても解約後に

再度の契約ができるものとする。また、サービスの利用に関する契約は、園

児１人につき１契約とする。 

   サービスは、月額の定額制とし、紙おむつのサイズ及びタイプに応じた料

金設定は、行わないこととする。 

   なお、本市及び公立園は、契約当事者となることはなく、契約の締結及び

解除並びに解約並びに利用料金の徴収等には一切関与しないが、サービスの

利用に関する契約の内容は、本市と事業者が別途締結する協定書及び本仕様



書の内容に反しないものでなければならない。 

 ⑵ 紙おむつ等の提供 

   事業者は、サービスの利用に関する契約を締結した保護者（以下「契約者」

という。）の園児に対し、公立園で使用する紙おむつ等について数量の上限

を設けず提供を行う。 

 事業者は、契約者の確認ができる資料を公立園に提供し、契約者に変更が

ある場合は、遅滞なく公立園に報告する。 

 ⑶ 公立園への紙おむつ等の納品 

 事業者は、公立園からの連絡を受けて、サービスに係る紙おむつ等を当該

公立園に直接納品する。なお、発注から納品要する日数は、おおむね３日以

内とし、市と事業者があらかじめ協議して定めるものとする。 

 ⑷ 紙おむつ等の規格 

 紙おむつ等は、日本国内で広く認知されており保護者が安心して利用でき

る品質のものとする。 

 紙おむつは、利用する園児の年齢や体格等に応じて必要なサイズ （Ｓ、

Ｍ、Ｌ、ＢＩＧ等）及びタイプ（テープ及びパンツ）を取り扱うこととし、

原則として全ての規格において同一メーカーの製品を提供することとする。 

 また、紙おむつは現場保育士がサイズ等を容易に判別できるよう、パッケ

ージ及び製品本体にサイズ表記等がなされた製品であるものとする。この

サイズ表記は保育施設等でのサブスクリプション利用を前提とした専用の

製品によるものとし、シール貼付、スタンプ、手書き等の後付け対応は認め

ない。 

   おしりふきは、アルコールを含まないものとし、１製品のみを提供するこ

ととする。 

 サービスに係る紙おむつ等は、新品であることとする。また、不良品への

対応については、市と事業者があらかじめ協議して定めるものとする。 

 ⑸ 契約者からの利用料金の徴収等 

 契約者からの利用料金の徴収及び契約者への利用料金の還付は、事業者

が行う。 

 ⑹ 問合せ対応 

 事業者は、サービスに関する保護者や公立園からの問合せについて、適切

に対応できるよう、専用の相談窓口等を設置することとする。また、サービ

スに関する苦情や要望には誠実に対応するものとし、提供される紙おむつ等

の使用に伴う苦情（肌荒れ等健康被害に関するものを含む。）についても同

様とする。 

 ⑺ 公立園及び保護者への周知 



   事業者は、サービスを円滑に導入できるよう、令和８年５月下旬までに公

立園の職員等への説明会を実施するとともに、公立園向けの説明資料及び

マニュアル、保護者向けの説明資料及び利用申込書等を作成することとす

る。 

 保護者に対しては、サービス開始前に説明資料を配布すること等により、

本事業の周知を図る。 

 ⑻ 対象となる公立園 

 対象となる公立園は、別表のとおりとする。なお、各施設に１名以上の契

約者がある限り、サービスを提供するものとする。 

 ⑼ 災害時の協力 

 本市に災害対策本部が設置された場合において、本市が事業者に要請した

ときは、公立園が保管する未使用の紙おむつ等は、サービスの利用にかかわ

らず、本市の判断において使用することができるものとする。 

 この場合において、市は保管している紙おむつ等を無償で使用できるもの

とする。 

 

５ 特記事項 

 ⑴ 公立園におけるサービスの導入に当たり保護者に費用負担なく体験して

もらうとともに、保育士側の運用フローの確認を行うため、保護者が２か月

間無償でサービスを利用できる試行期間を設けること。 

   試行期間の終了に際して事業者は登録者に対して十分にサービス継続の

意向を確認するとともに、解約を希望する者に対しては必要な手順を丁寧に

説明するなど、保護者からの苦情等現場保育士に負担が生じないよう留意す

ること。 

 ⑵ サービス提供期間中の新規申込者に対しては、1か月間の無償期間を設け

ること。ただし、前項の試行期間の申込者及び、再契約を行う者は除く。 

 

６ その他 

 ⑴ 事業者は、個人情報の管理を適切に行い、万が一個人情報等の漏えいが生

じた場合には、直ちに対象者、漏えいした可能性のある情報の内容、想定さ

れる影響を松本市保育課に報告し、及び速やかに対応策を講じるとともに、

原因及び改善策を１月以内に報告すること。１月以内に原因の特定及び改善

策を講じることができない場合は、その時点までに判明している情報を１月

以内に報告するとともに、原因の特定及び改善策を講じるまでの間、毎月報

告を行うこと。 

 ⑵ サービスの提供に当たって発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）



のために生じた経費は、事業者が負担すること。 

 ⑶ サービスの提供開始後に、利用料金等サービスの要素となる事項に変更

が生じる場合は、事前に市と協議の上、６か月以上の期間をもって契約者に

通知すること。 

 ⑷ 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又は本仕様書に定めの

ない事項が生じた場合は、必要に応じて市と事業者が協議して定めること。 



（仕様書_別表）松本市保育園在園児数 令和8年1月1日現在

園名 所在地 3歳未満児人数

里山辺保育園 松本市里山辺２９６１－１ 30

小宮保育園 松本市島内１５５－２ 31

寿東保育園 松本市寿白瀬渕２０９２ 36

堀米保育園 松本市島立１０１１ 24

神田保育園 松本市神田１－３－１ 30

島内保育園 松本市島内４９３２－１ 51

あがた保育園 松本市県１－９－３ 66

井川城保育園 松本市井川城１－７－３２ 27

桐保育園 松本市桐２－４－３８ 45

のばら保育園 松本市浅間温泉２－９－２ 36

南郷保育園 松本市横田３－２３－１ 33

白板保育園 松本市白板２－３－４ 24

さくら保育園 松本市出川１－５－１０ 61

南松本保育園 松本市南松本１－１３－２ 33

宮田保育園 松本市宮田１７－１８ 21

笹部保育園 松本市笹部２－３－３ 31

渚保育園 松本市渚３－１－１８ 12

神林保育園 松本市神林１４９８ 21

村井保育園 松本市村井町南１－３４－４ 21

柏木保育園 松本市空港東８９６０－３ 9

岡田保育園 松本市岡田町５０４－１ 30

平田保育園 松本市平田東３－１０－１ 19

野溝保育園 松本市野溝東２－１－２７ 18

内田保育園 松本市内田７５５－１ 15

新村保育園 松本市新村２２６３－１ 21

島立中央保育園 松本市島立３３００ 24

入山辺保育園 松本市入山辺８７０４－３ 12

中山保育園 松本市中山４９７８ 12

寿保育園 松本市寿中２－３－１ 33

和田保育園 松本市和田２２４０－３０ 24

今井保育園 松本市今井１２４６－１ 15

並柳保育園 松本市並柳４－５－２ 12

双葉保育園 松本市会田６９６ 12

安曇保育園 松本市安曇２７４１ 6

乗鞍保育園 松本市安曇４０１７－７ 3

梓川西保育園 松本市梓川梓２３４８－７ 24

梓川東保育園 松本市梓川倭５６６－１ 45

みつば保育園 松本市波田６８６１ 54

渕東保育園 松本市波田４１７９ 9

波田中央保育園 松本市波田１００９８－１ 30

波田ひがし保育園 松本市波田８１２８－１ 18


